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大 阪 府 社 会 福 祉 事 業 団 職 員 互 助 会 

サ ー ク ル に 対 す る 助 成 金 制 度 実 施 要 綱 

          

 

（平成２０年９月１７日制定） 

 

（目的） 

第 １ 条 この要綱は、大阪府社会福祉事業団職員互助会（以下「互助会」という。）会則第５条

並びに同運営規則第２条第３号に規定する会員の福利増進のための事業として、会員相互の親

睦を目的としたサークルに対する助成について、その取扱いを定めることを目的とする。 

 

（サークルの定義） 

第 ２ 条 この実施要綱で「サークル」とは、次の各号のいずれの条件も満たすものとする。 

（１）会員が６名以上参加している。 

（２）スポーツ及び文化活動を行っている。 

（３）年間４回以上の開催をしている。（年間のべ２４名以上の会員の参加がある。） 

 

（助成対象） 

第 ３ 条 助成の対象は、前条に規定するサークルに対しておこなうものとする。 

 

（助成内容） 

第 ４ 条 助成内容は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間におけるサークル活動及び

サークル活動に伴う付帯費用に対して、年間３万円を上限として助成を行う。但し、新たに設

立したサークルについては、初回に限り年間５万円を上限として助成を行う。また、前年度に

比べ新規の加入会員が３名以上増員しているサークルについては、３万円を上限に３名増員ご

とに１万円の追加助成を行う。 

 

（助成の手順） 

第 ５ 条 サークルに対する助成金の申請等の手順については、別表のとおりとする。 

 

（申請） 

第 ６ 条 助成の申請は、サークルの代表者である会員が、サークル活動助成金申請書（様式第

１）に、次の各号に掲げる書類を貼付して、所属する施設の長を経由して会長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）サークルの参加名簿 

（２）サークルの組織図 

２ 申請期間は、前年度の２月１日から２月末日までとする。 

３ 申請とは、互助会事務局が申請書を受理するまでのことを言う。 

 

（審査並びに交付） 

第 ７ 条 助成金の交付については、その申請内容を、申請期間終了後１ヵ月以内に審査した上

で会長が決定し通知（様式第２）する。 

２ 審査については、運営委員４名を構成員とし、サークルとしての適正などを審査する。 
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３ サークルに対する助成の交付が決定されたことは、当該サークルに参加する会員が従事する

業務において、サークル活動を優先させることを認めたものではない。 

４ 助成金については、交付決定後１ヵ月以内に申請書に記載された方法でサークルの代表者に

交付することとする。 

５ サークルの代表者は、助成金の交付を受けた後、速やかに領収書（様式第３）を会長に提出

するものとする。 

 

（助成の報告） 

第 ８ 条 助成の報告は、助成期間終了後１ヵ月以内に、サークル活動助成金報告書（様式第

４）に、次の各号に掲げる書類を貼付して、会長に提出しなければならない。但し、サークル

活動開催日にサークル活動に伴う領収書が発行されている場合は、第２号の書類を省略するこ

とができる。 

（１）領収証（原本） 

（２）サークル活動の開催毎に実施したことが証明できる資料（例：写真） 

（３）差額が生じた場合は、その理由と返済方法を記載した書類 

２ 助成の報告は、サークルの代表者がしなければならない。ただし、申請時のサークルの代表

者が会員の資格を有していない場合は、他の参加会員がサークルの代表者として報告すること

は差し支えないものとする。 

３ 会長は、助成期間終了後１月を超えて報告がないときは、サークルの代表者に助成金の一部

または全部を一時に返済させることができる。なお、サークルの代表者が会員の資格を有して

いない場合は、サークルに参加した会員に助成金の一部または全部を返済させることができる。 

ただし、特別な理由があり、会長が認めた場合はこの限りでない。 

４ 報告とは、互助会事務局が報告書を受理するまでのことを言う。 

５ サークルの代表者は、助成金精算額が助成金交付決定額に満たない場合は、その差額を返済

するものとする。 

 

（助成の制限） 

第 ９ 条 会長は、助成の申請、交付並びに報告に関して不正や虚偽の事実があったことが判明

したときは、その助成を取消し、サークルの代表者に助成金の一部または全部を一時に返済さ

せることができる。 

 

（権利の譲渡禁止等） 

第１０条 会員は、このサークルの助成に対して有する権利を他に譲渡し、又は担保に供するこ

とはできない。 

２ サークルに参加しなかった者に対する助成の代替措置は講じない。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めがない事項については、会長が別に定めることができる。 
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附   則 

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

 

 

  附   則（平成２７年６月３０日） 

１ この要綱は、平成２７年 ７月１日から施行する。 

２ 平成２７年度に限り、第２条に定めるサークルの定義を、年間２回以上の開催をしている。

（年間のべ１２以上の会員の参加がある。）とし、第４条に定める助成内容を、平成２７年１０

月１日から平成２８年３月３１日までの期間におけるサークル活動及びサークル活動に伴う付

帯費用に対して、年間１万５千円を上限とする。 

 

 

  附   則（平成３０年３月２６日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 第４条に定める助成内容については、平成３０年２月１日から２月末日までに申請をしたサ

ークルより適用する。 

 

附   則（令和５年６月２１日） 

１ この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

２ 令和５年度に限り、第２条に定めるサークルの定義を、年間２回以上の開催をしている。（年

間のべ１２名以上の会員の参加がある。）とし、第６条に定める助成の申請期間については、令

和５年７月１日から令和５年７月末日までとする。 
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別表 

 

サークルに対する助成金の申請等の手順（第５条関係） 

 

 手順等事務手続き内容 

 実 施 者 手        順 

申 請 

１ 互助会事務局 ①運営委員を通じて実施要綱を各施設に配付し、会員に事業の周

知を図る。 

２ 会  員 

(ｻｰｸﾙ代表者) 

①助成金を申請しようとするサークルの代表者は、「サークル活

動助成金申請書(様式第１)」を２部作成し、１部を控え、１部

を施設長に提出する。(施設長は、押印後速やかに互助会事務

局へ書類を提出する。) 

②申請期間は前年度内の２月１日から２月末日までとする。 

（申請とは互助会事務局が申請書を受理するまでのことを言

う。） 

審 査 

３ 互助会事務局 ①申請期間終了後、１ヵ月以内に申請内容を審査するために、指

定された運営委員４名を招集し、サークルとしての適正などを

審査する。 

②審査結果をサークルの代表者に通知（様式第２）する。 

交 付 

４ 互助会事務局 ①助成金の交付決定後１ヵ月以内に、申請書に記載された方法

で、サークルの代表者に次のとおり助成金を交付する。 

 区分 助成内容 

ⅰ 
新たに設立したサークル 初回に限り年間５万円を

上限として助成を行う。 

ⅱ 
ⅰ以外サークル 年間３万円を上限として

助成を行う。 

ⅲ 

ⅱのサークルのうち、前

年度に比べ新規の加入会

員が３名以上増員してい

るサークル 

ⅱとは別に、３万円を上

限に３名増員ごとに１万

円の追加助成を行う。 

 

５ 会  員 

(ｻｰｸﾙ代表者) 

①サークルの代表者は、助成金の交付を受けた後、速やかに領収

書（様式第３）を会長に提出する。 
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報 告 

６ 会  員 

(ｻｰｸﾙ代表者) 

①助成期間終了後１月以内に、次の書類を作成し、施設長を経由

して互助会事務局へ提出する。 

ア．サークル活動助成金報告書（様式第４） 

イ．領収証（原本） 

ウ．サークル活動の開催毎に実施したことが証明できる資料 

  （例：写真） 

※サークル活動開催日にサークル活動に伴う領収書が発

行されている場合は、資料ウを省略することができ

る。 

②助成金精算額が助成金交付決定額に満たない場合は、その差

額を返済しなければならない。 

③新規の加入会員増員にかかる助成金の交付を受けたサークル

については、当該会員が年２回以上参加していることが証明

できる写真を提出しなければならない。 

備 考 

７ 互助会事務局 ① 助成の申請並びに交付に不正や虚偽の事実が判明したとき、

及び助成の報告が指定の期間を超えてもないときは、サーク

ルの代表者に助成金の一部または全部を返済させることがで

きる。 
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様式第２（第７条関係） 

 

サークル活動助成金交付決定通知 

 

  年  月  日 

 

サークル名         

代表者氏名                     様   

（施設名：           ） 

                                              大阪府社会福祉事業団職員互助会 

会  長  行 松 英 明 

 

 

 

    貴サークルから   年  月  日付けで申請のあったサークルに対する助成金

は、審査の結果、下記のとおり交付することとしましたので通知します。 

  

 

記 

 

 

１ 助成金交付決定額  金         円 

 

 ２ 交 付 年 月 日      年  月  日 

 

３ 交  付  方  法   

 

４ 備 考 （１）この助成金の対象となる内容は、サークル活動助成金申請書記

載のとおりとする。 

（２）サークル活動の内容を大きく変更する場合や中止、廃止する場合

は、速やかに会長に報告して指示を受けること。 

（３）大阪府社会福祉事業団職員互助会サークルに対する助成金制度実

施要綱を遵守すること。 
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様式第３（第７条関係） 

 

     

サークルに対する助成金制度に係る領収証 

 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会 

会  長            様 

 

 

金          円 

 

上記について、確かに受領いたしました。 

 

  年  月  日 

 

サークル名 

代表者氏名             印 

（施設名：             ） 

 

※領収印は個人（代表者）の押印で構いません。 
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様式第１（第６条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会 

会  長           様 

 

サークル名       

代表者氏名             印 

（施設名：             ） 

 

 サークル活動助成金申請書 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会サークルに対する助成金制度実施要綱に基づき、標記助成金を

下記のとおり受けたいので、関係書類を添付して申請いたします。 

 

記 

 

１．助成金交付申請額  金         円  （※第４条に規定する額を上限とする。） 

 

開催 年月日 参加者 活動の内容 費用 備考 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

合計 開催  回 
       名 

(内会員  名) 
 円  

２．交付方法  現金 ・ 銀行振込  金融機関        支 店 名 

                   口座番号        口座名義   

 

３．添付書類  （１）サークルの参加名簿 

        （２）サークルの組織図 

所属長   
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様式第４（第８条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会 

会  長             様 

 

サークル名         

代表者氏名                      印 

（施設名：            ） 

 

 サークル活動助成金報告書 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会サークルに対する助成金制度実施要綱に基づき、標記助成金を

受けましたので、下記のとおり関係書類を添付して申請いたします。 

 

記 

 

１．助成金交付決定額           円 

助 成 金 精 算 額           円 

差      額           円 

 

開催 年月日 参加者 活動の内容 費用 備考 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

合計 開催  回 
       名 

(内会員  名) 
 円  

２．添付書類  （１）領収書（原本） 

        （２）サークル活動の開催毎に実施したことが証明できる資料（例：写真） 

        （３）差額が生じた場合は、その理由と返済方法を記載した書類 

所属長   
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様式第１（第６条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会 

会  長  〇 〇  〇 〇 様 

 

サークル名   ◎◎◎◎◎◎ 会    

代表者氏名   △ △  △ △  印 

（施設名：    □ □ 荘    ） 

 

 サークル活動助成金申請書 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会サークルに対する助成金制度実施要綱に基づき、標記助成金を

下記のとおり受けたいので、関係書類を添付して申請いたします。 

 

記 

 

１．助成金交付申請額  金 ３０，０００ 円  （第４条に規定する額を上限とする。） 

 

開催 年月日 参加者 活動の内容 費用 備考 

第１回 〇年 11月7日

(月) 

8名 

(内会員6名) 

・第1回ウインブルドン

杯争奪戦 

・大会参加費 

12,000円 

・ﾎﾞｰﾙ代 24,00円 

 

第２回 〇年 1月9日

(月) 

8名 

(内会員6名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

第３回 〇年 3月13日

(火) 

8名 

(内会員6名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

第４回 〇年 5月8日

(火) 

8名 

(内会員6名) 

・第2回ウインブルドン

杯争奪戦 

・大会参加費 

12,000円 

 

第５回 〇年7月10日

(火) 

8名 

(内会員6名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

第６回 〇年9月11日

(火) 

8名 

(内会員6名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

合計 開催６回 
    48名 

(内会員36名) 
 60,000円  

２．交付方法  現金 ・ 銀行振込  金融機関  ○○銀行   支 店 名  ○○支店 

                   口座番号 １２３４５６７ 口座名義  △△ △△ 

 

３．添付書類  （１）サークルの参加名簿 

        （２）サークルの組織図 

所属長   

   

記載例 
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様式第４（第８条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会 

会  長  〇 〇  〇 〇 様 

 

サークル名   ◎◎◎◎◎◎ 会    

代表者氏名   △ △  △ △  印 

（施設名：    □ □ 荘    ） 

 

 サークル活動助成金報告書 

 

大阪府社会福祉事業団職員互助会サークルに対する助成金制度実施要綱に基づき、標記助成金を

受けましたので、下記のとおり関係書類を添付して申請いたします。 

 

記 

 

１．助成金交付決定額    ３０，０００ 円 

助 成 金 精 算 額    ３０，０００ 円 

差      額         ０ 円 

 

開催 年月日 参加者 活動の内容 費用 備考 

第１回 〇年 11月7日

(日) 

8名 

(内会員6名) 

・第1回ウインブルドン

杯争奪戦 

・大会参加費 12,000円 

・ﾎﾞｰﾙ代 2,520円 

 

第２回 〇年 1月9日

(日) 

5名 

(内会員4名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

第３回 〇年3月13日

(日) 

10名 

(内会員7名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

第４回 〇年 5月8日

(日) 

10名 

(内会員7名) 

・第2回ウインブルドン

杯争奪戦 

・大会参加費 

15,000円 

 

第５回 〇年7月10日

(日) 

12名 

(内会員7名) 

・テニス練習 ・コート使用料 

8,400円 

 

第６回 〇年9月11日

(日) 

   未開催 

合計 開催５回 
45名 

(内会員31名) 
 54,720円  

２．添付書類  （１）領収書（原本） 

        （２）サークル活動の開催毎に実施したことが証明できる資料（例：写真） 

        （３）差額が生じた場合は、その理由と返済方法を記載した書類 

所属長   

   

記載例 


